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秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札試行要綱の運用

新旧対照表

秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札試行要綱の運用の一部を

次のとおり改正する。

新 旧

第１４条関係 第１４条関係

１ 秋田県に納付（納入）すべき税に １ 秋田県に納付（納入）すべき税に

滞納がないことについては、秋田県 滞納がないことについては、秋田県

総合県税事務所長が発行する納税証 総合県税事務所長が発行する納税証

明書を提出させることにより確認す 明書を提出させることにより確認す

るものとする。 るものとする。

２ 社会保険料に滞納がないことにつ ２ 社会保険料に滞納がないことにつ

いては、年金事務所長が発行する社 いては、年金事務所長が発行する社

会保険料納入証明書又は保険料納入 会保険料納入証明書又は保険料納入

確認書（別記様式）を提出させるこ 確認書（別記様式）を提出させるこ

とにより確認するものとする。 とにより確認するものとする。

３ 前２項の証明書及び確認書の発行 ３ 前２項の証明書及び確認書の発行

日は、入札公告の日以降のものでな 日は、落札決定の日以降のものでな

ければならない。 ければならない。

４ 前項の規定にかかわらず、落札者 ４ 前項の規定にかかわらず、落札者

が、県が発注した他の業務において が、県が発注した他の業務において

第２項の規定により証明書又は確認 第２項の規定により 確認

書を提出している場合又は県が発注 書を提出している場合又は県が発注

した工事において秋田県条件付き一 した工事において秋田県条件付き一

般競争入札試行要綱の運用について 般競争入札試行要綱の運用について

（平成１９年３月２９日建管－２４ （平成１９年３月２９日建管－２４

２２）第１４条関係第２項の規定に ２２）第１４条関係第２項の規定に
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より証明書又は確認書を提出してい より証明書又は確認書を提出してい

る場合は、当該証明書又は確認書の る場合は、当該証明書又は確認書の

発行日が入札公告の日又は落札決定 発行日が入札公告の日又は落札決定

の日の属する月内に限り、当該証明 の日の属する月内に限り、当該証明

書又は確認書の写しを提出させるこ 書又は確認書の写しを提出させるこ

とにより確認できるものとする。 とにより確認できるものとする。

附 則（令和５年３月１４日技管－１

３４１ 一部改正）

この運用は令和５年４月１日から施行

する。


